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本
稿
は
、
過
去
十
年
の
間
に
手
が
け
た
漁
村
調
査
の
内
、
現
代
の
沿
岸
漁
村
社
会
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体
の
重
要
な
方
向
を
示

す
も
の
と
し
て
、
新
潟
県
下
の
沿
岸
漁
村
の
事
例
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
先
ず
、
現
代
漁
村
社
会
構
造
の
基
本
的

沿
岸
漁
村
の
貧
困
化
と
「
家
」
制
度

一
沿
岸
漁
村
の
貧
困
化
と
「
家
」
制
度

二

仮

説

と

方

法

m
「
出
稼
型
」
漁
村
の
社
会
棉
造

固
「
家
」
制
度
の
存
在
形
式
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法

三
事
例
漁
村
の
「
家
」
制
度

田
新
潟
県
三
島
郡
寺
泊
町
大
字
野
積
の
村
落
構
造

①

社

会

的

背

景

③

村

落

構

造

の

特

色

R
「
三
十
六
人
衆
」
体
制
の
存
立
基
礎

団
事
例
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
現
状

四
「
家
」
制
度
の
解
体
過
程
に
お
け
る
「
家
」
意
識
の
再
生
産
に
つ
い
て

ー
「
三
十
六
人
衆
」
体
制
を
め
ぐ
っ
て
1

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

松

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

本

暉
八

男
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沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

① 

② 

一九

経
営
の
協
同
化
近
代
化
な
ど

内
閣
提
出
の
沿
岸
漁
業
等
振
興
法
（
沿
振
法
）
案
が
第
四
十
三
国
会
で
可
決
さ
れ
て
約
一
年
に
な
る
（
三
八
年
八
月
施
行
）
。

日
本
の
漁
業
構
造
は
、
零
細
沿
岸
漁
家
が
全
漁
業
経
営
体
数
の
八
割
以
上
を
占
め
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

高
の
二
割
に
も
達
し
な
い
と
い
う
重
大
な
矛
盾
を
内
在
し
て
い
る
。
六
十
万
と
い
わ
れ
る
零
細
沿
岸
漁
家
を
底
辺
と
し
て
、
生
産
力
の
極

度
に
低
い
こ
れ
ら
の
零
細
漁
家
よ
り
放
出
さ
れ
る
余
剰
労
働
力
に
支
え
ら
れ
て
、
企
業
経
営
方
式
に
よ
る
遠
洋
沖
合
漁
業
が
伸
長
せ
し
め

ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
漁
業
構
造
の
矛
盾
は
、
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
零
細
漁
業
の
犠
牲
の
上
に
の
み
、
相
対
的
に
少
数

の
遠
洋
沖
合
漁
業
経
営
の
発
展
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
と
く
に
、
さ
い
近
は
十
年
来
の
零
細
沿
岸
漁
村
に
お
け
る
貧
困
の
再
生

産
と
低
生
産
性
・
沖
合
遠
洋
漁
業
と
の
所
得
格
差
の
増
大
•
生
活
水
準
の
低
下
を
決
定
的
に
し
、
多
く
の
沿
岸
漁
村
を
荒
廃
と
貧
窮
に
追

い
や
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
沿
振
法
の
適
用
対
象
は
、
沿
岸
漁
業
と
中
小
漁
業
と
で
あ
り
（
這
虹
条
）
、
日
本
漁
業
の
構
造
的
矛
盾
、
そ

の
シ
ヮ
寄
せ
と
し
て
の
沿
岸
漁
業
の
不
振
不
況
へ
の
抜
本
的
対
策
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
制
定
過
程
の
諸
事
情
か
ら

村
問
題
研
究
者
に
と
っ
て
は
、

明
ら
か
で
あ
る
。
沿
振
法
が
構
造
改
善
施
策
の
主
眼
点
と
し
た
の
は

に
よ
る
生
産
性
の
向
上
と
い
う
こ
と
で
あ
り
（
襲
幸
{
-
)
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
漁
村
の
窮
状
打
開
に
苦
慮
し
て
い
る
全
国
の
漁
業
関
係
者
や
漁

ま
こ
と
に
待
望
久
し
い
立
法
措
置
で
あ
っ
た
。
当
時
の
マ
ス
・
コ
ミ
や
政
府
当
局
の
、
沿
振
法
の
宜
伝
啓

発
活
動
も
実
に
活
澄
で
、
①
「
採
る
漁
業
か
ら
飼
養
の
漁
業
へ
」
②
「
経
営
協
同
化
」
と
い
う
二
大
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
沿
振
法
の
目

的
の
紹
介
に
つ
と
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
果
し
て
沿
振
法
が
今
日
の
沿
岸
漁
業
の
不
振
と
漁
村
の
貧
困
化
を
阻
止
し
、
そ
の
激

変
す
る
社
会
構
造
に
影
響
を
与
え
う
る
も
の
か
ど
う
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
ん

X 

動
向
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。

X 

水
産
資
源
の
維
持
増
大

そ
の
生
産
高
は
全
漁
業
生
産

元
来
、
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て
き
た
も
の
で
あ
り
、
三
十
五
年
十
月
の
農
林
漁
業
問
題
調
査
会
の
答
申
に
も
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
し
、
戸
別
漁
法
を
組
合
自

営
の
合
理
的
多
角
的
経
営
に
き
り
か
え
て
一
応
成
功
し
た
事
例
（
新
潟
県
筒
石
漁
協
な
ど
）
も
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
貧
困
化
し
荒
廃

し
て
い
る
大
部
分
の
漁
村
は
、
筒
石
漁
協
（
三
百
七
十
戸
）
よ
り
ず
っ
と
零
細
で
、
漁
場
豊
度
も
は
る
か
に
貧
し
い
漁
村
な
の
で
あ
り
、

経
営
協
同
化
は
最
初
か
ら
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
零
細
小
漁
村
は
、
お
よ
そ
沿
振
法
や
漁
業
政
策
に
よ
る
構
造
改
善
策
の
対
象
の
外
に

で
は
絵
に
か
い
た
餅
に
す
ぎ
な
い
。

養
殖
漁
業
（
虹
詣
祐
5
』
達
濱
嘉
麟
翻
顎
飢
恥
這
心

灌
＿
＿
＿
の
育
成
が
、
経
営
近
代
化
協
同
化
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
経
営
近
代
化
協
同
化
の
実
現
の
た
め
に

沿
振
法
が
課
題
と
し
て
い
る
事
項
（
譴
声
条
）
は
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
実
現
の
困
難
な
事
項
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
「
漁
場
の
利

用
の
合
理
化
」
ー
多
く
の
沿
岸
漁
村
で
は
、
水
産
資
源
が
激
減
し
、
魚
が
と
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
自
村
の
漁
場
の
確
保
と
最
大
限
の

利
用
が
至
上
命
令
と
な
っ
て
い
る
。
小
定
置
の
沖
出
し
が
僅
か
百
メ
ー
ト
ル
長
す
ぎ
る
と
の
理
由
で
、
隣
村
か
ら
抗
議
さ
れ
、
そ
れ
が
後

に
血
の
雨
を
ふ
ら
さ
ん
ば
か
り
の
大
紛
争
に
発
展
し
た
、
か
の
蒲
生
対
莱
崎
の
漁
場
争
い
も
、
そ
う
し
た
尖
鋭
化
し
た
漁
場
支
配
意
識
の

一
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
漁
場
支
配
意
識
の
尖
鋭
化
は
、
魚
が
す
く
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
漁
場
利
用
権
を
物

権
的
排
他
的
支
配
権
と
し
て
構
成
し
た
漁
業
法
の
伝
統
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い
。
だ
か
ら
、
漁
業
協
同
組
合
法
に
よ
っ
て
、
漁
民
自
身

に
よ
る
漁
場
の
自
主
的
民
主
的
管
理
が
可
能
と
な
り
、
利
益
の
平
等
配
分
。
他
種
漁
業
と
の
合
理
的
調
整
な
ど
が
可
能
と
な
っ
た
に
か
か

わ
ら
ず
、
組
合
ご
と
に
漁
業
権
が
「
免
許
」
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
排
他
的
な
漁
場
利
用
慣
行
は
終
ら
な
い
し
、
経
営
規
模
の
拡
大
と
い

う
こ
と
は
漁
場
利
用
形
式
の
面
か
ら
は
の
ぞ
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

善
な
ど
の
た
め
の
特
別
の
融
資
措
置
が
う
た
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
適
用
上
は
一
定
の
担
保
物
件
を
必
要
と
す
る
か
ら
無
資
産
小
漁
村

「
経
営
の
協
同
化
近
代
化
」
は
、
実
は
十
年
も
前
か
ら
の
、
政
府
の
沿
岸
漁
業
対
策
の
骨
子
と
さ
れ

「
資
本
装
備
の
高
度
化
」
1

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
漁
港
改

た
と
え
ば
、
沿
岸
漁
業
の
生
産
性
の
向
上
を
目
的
と
す
る
沿
振
法
に
お
い
て
、

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

二
0

切0



こ
う
し
て
、
沿
振
法
を
含
む
今
日
の
漁
業
構
造
改
善
政
策
と
は
無
関
係
に
、
零
細
沿
岸
漁
村
の
貧
困
化
と
荒
廃
化
は
進
み
、
伝
統
的
社

会
構
造
と
社
会
制
度
の
解
体
と
再
編
成
は
進
行
し
、
今
後
も
こ
の
動
向
は
更
に
顕
著
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
私
の
調
査
事
例

か
ら
み
て
も
、
零
細
沿
岸
漁
村
の
大
部
分
が
近
年
の
漁
業
資
源
の
減
少
、
過
剰
漁
業
人
口
、
高
度
経
済
成
長
政
策
下
の
消
費
者
物
価
の
高

騰
な
ど
の
悪
条
件
の
た
め
に
、
貧
窮
と
荒
廃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
て
、
産
業
構
造
の
転
換
を
せ
ま
ら
れ
、
「
出
稼
型
」
漁
村
に
な
っ
て
い
た

り
、
漁
村
で
あ
り
な
が
ら
漁
村
で
な
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
霰
虹
虹
『
〗
輝
輝
だ
畔
嘩
麟
呻
鯰
輝
噸
蝉
｛
、
ー
デ
エ
鰺
疇
与
と
く
に
磯
浜

型
集
落
の
多
い
日
本
海
沿
岸
漁
村
ー
わ
け
て
も
自
給
程
度
の
畑
し
か
も
た
ぬ
た
め
に
兼
農
が
最
初
か
ら
困
難
な
と
こ
ろ
ー
で
は
、
そ
の
よ

う
な
転
換
が
甚
だ
し
く
、
産
業
構
造
の
変
化
に
伴
い
、
旧
産
業
構
造
（
漁
業
構
造
）
の
上
に
存
続
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
伝
統
的
な
社
会
制

度
や
価
値
体
系
が
根
底
か
ら
動
揺
せ
し
め
ら
れ
、
或
い
は
す
で
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、

前
出
の
筒
石
漁
協
や
若
狭
（
醒
樗
）
、
ビ
ヮ
湖
や
瀬
戸
内
海
、
九
十
九
里
浜
海
岸
、
な
ど
各
地
方
の
漁
協
の
よ
う
に
、
沿
岸
漁
業
の
枠
の
な

か
で
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
遅
々
と
し
て
生
じ
る
か
、
或
い
は
少
な
く
と
も
職
業

移
動
・
人
口
移
動
に
つ
い
て
の
著
し
い
兆
候
を
み
せ
な
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
、
今
日
の
零
細
沿
岸
漁
村
に
お
い
て
、
そ
の
貧
困
化
に
よ
る
産
業
構
造
の
転
換
は
、
社
会
移
動

(social

m
o
v
e
m
e
n
t
)

と

社
会
解
体

(social
d
i
s
o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
)

を
う
な
が
し
、
こ
の
漁
村
社
会
構
造
の
変
動
は
、
漁
村
社
会
の
甚
礎
単
位
で
あ
る
、
伝
統
的
な

「
家
」
制
度
の
存
在
形
式
（
第
一
に
「
家
」
相
互
間
の
、
第
二
に
「
家
」
内
部
の
人
間
関
係
の
）
の
変
動
•
そ
こ
で
の
伝
統
的
な
行
動
様

式
の
変
化
を
意
味
す
る
。
こ
の
動
向
は
、
右
に
述
べ
た
「
変
化
」
の
お
そ
い
若
干
の
地
方
漁
村
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
同
一
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
遅
速
の
差
は
あ
っ
て
も
、
今
日
の
零
細
沿
岸
漁
村
に
は
、
貧
困
化
1
1
産
業
構
造
の
転
換
の
た
め
に
、
伝
統
的
「
家
」
制
度
の

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
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右
の
類
型
化
に
お
い
て
、
非
漁
村
化
と
漁
村
化
は
、
当
漁
村
漁
業
人
口
と
非
漁
業
人
口
と
の
百
分
比
の
多
少
に
よ
っ
て
、
完
全
脱
漁
村

化
は
当
漁
村
漁
業
人
口
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
、
兼
業
漁
村
化
と
は
漁
業
以
外
に
農
・
商
・
工
業
や
日
傭
労
働
人
口
な
ど
が

新
ら
し
く
創
出
さ
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
さ
れ
う
る
。
だ
か
ら
、

し
て
独
自
性
を
も
た
ず
、
非
出
稼
型
非
漁
村
化
を
核
概
念
と
す
る
莫
然
と
し
た
型
で
あ
る
が
、

A
.
B
.
C
型
が
い
ず
れ
も
、

度
の
解
体
状
況
に
つ
い
で
特
定
の
方
向
を
示
す
の
に
対
し
、

D
型
で
は
不
特
定
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、

D
型
に
つ
い
て
は
、
出
稼
を

伴
わ
な
い
非
漁
村
化
で
は
、
都
市
化
・
商
工
業
街
化
・
観
光
地
化
・
寓
漁
化
な
ど
の
各
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、

脱
漁
化
を
と
げ
た
か
と
い
う
こ
と
に
よ
り
「
家
」
制
度
解
体
状
況
が
き
ま
っ
て
く
る
に
す
ぎ
ず
、
産
業
構
造
の
転
換
と
、

D 

完
全
脱
漁
村
化

C

非
出
稼
型
兼
業
・
漁
村
化

C

（
他
産
業
）
出
稼
型
兼
業
漁
村
化

b

（
他
産
業
）
出
稼
型
非
漁
村
化

B
a
（
他
産
業
）
出
稼
型
漁
村
化

C

（
漁
業
）
出
稼
型
兼
業
漁
村
化

b

（
漁
業
）
出
稼
型
非
漁
村
化

A
a
（
漁
業
）
出
稼
型
漁
村
化

解
体
と
い
う
状
況
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
転
換
は
図
式
論
的
に
は
左
の
よ
う
な
四
種
の
型
に
要
約
で
き
よ
う
。
零
細
沿
岸
漁
村

の
原
型
を
、

「
非
出
稼
型
純
漁
村
」
と
す
る
と
、

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

D
型
は
、

A
b
型、

B
b
型
の
極
限
を
示
す
も
の
と

ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

「
家
」
を
含
め

「
家
」
制

272 



(1) 
つ
い
て
は
、
近
稿
「
家
意
識
の
研
究
」

「
出
稼
」
体
制
へ
の
転
換
は
お
そ
い
。
こ
の

分
家
制
限
が

て
社
会
制
度
一
般
の
変
化
と
の
間
に
必
然
的
法
則
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
実
態
分
析
の
対
象
と
し
て

A
.
B
.
C
型
を
考
察
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、

D
型
に
つ
い
て
述
べ
た
点
は
C
型
に
も
多
く

該
当
し
、
ま
た
出
稼
型
へ
の
転
向
が
沿
岸
漁
村
の
大
勢
で
も
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
A
B
二
型
を
中
心
と
し
て
、
今
日
の
沿
岸
漁
村
に
お

け
る
「
家
」
制
度
解
体
の
程
度
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
決
定
す
る
も
の
は
何
か
、
漁
業
出
稼
か
他
産
業
出
稼
か
の
差
異
や
、
非
漁
村
化
・
兼
業

化
の
差
異
な
ど
が
決
定
要
因
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
目
標
に
、
事
例
漁
村
の
調
査
報
告
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
事
例
漁
村
の
報
告
は
、
新
潟
県
立
女
子
短
期
大
学
の
浅
妻
康
二
氏
と
松
本
が
、
各
個
及
び
共
同
で
行
っ
た
五
回
に

わ
た
る
調
査
の
資
料
に
よ
る
。

A
a
ー

c
.
B
a
ー

c
型
を
含
む
。
そ
れ
ら
の
一
部
分
は
、
三
九
年
度
日
本
法
社
会
学
会
総
会
で
共
同
報

告
し
た
他
、
松
本
・
浅
妻
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
会
に
一
部
分
を
発
表
し
た
。
ま
た
、
具
体
的
な
「
家
」
制
度
の
概
念
規
定
と
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
し
て
の
「
家
」
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
明
ら
か
に
し
た
か
ら
本
稿
で
は
割
受
す
る
。

と
の
関
係
、

「
家
」
意
識
の
実
態
分
析
の
た
め
の
方
法
論
、
そ
の
場
合
に
法
社
会
学
に
お
け
る
役
割
理
論
適
用
の
可
能
性
と
必
要
性
、
に

（
二
）
に
詳
論
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
次
節
で
簡
単
に
ふ
れ
よ
う
。

仮

設

と

方

法

「
出
稼
型
」
漁
村
の
社
会
構
造

従
来
の
調
査
事
例
か
ら
、
各
沿
岸
漁
村
に
お
け
る
特
殊
1
1
具
体
的
「
出
稼
」
体
制
の
決
定
要
因
と
し
て
、
①

カ
の
低
さ
如
何
ー
新
産
業
構
造
成
立
の
必
要
性
と
可
能
性
の
程
度
。
②

き
び
し
く
土
地
所
有
の
小
さ
い
と
こ
ろ
程
、
同
居
大
家
族
制
存
続
の
可
能
性
は
大
き
く
、

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

「
家
」
制
度
と
「
家
」
意
識

当
該
漁
村
の
漁
業
生
産

当
該
漁
村
共
同
体
秩
序
の
閉
鎖
性
の
程
度
。
⑧

町3



の
再
編
成
の
限
界
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。

構
造
の
転
換
が
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

村
の
「
家
」
制
度
は
、
出
稼
に
よ
っ
て
殆
ん
ど
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
事
例
漁
村
と
し
て
と
り
あ
げ
た
野
積
が
適
例
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
出
稼
漁
民
層
の
増
大
に
よ
り
、
漁
民
層
の
分
解
が
み
ら
れ
、
漁
場
支
配
（
漁
業
権
）
と
漁
業
経
営
関
係
に
お
け
る
、
伝
統
的
「
権

威
」
の
型
の
変
質
を
生
じ
つ
つ
あ
る
が
、
零
細
経
営
と
貧
困
化
の
進
行
↓
「
出
稼
」
体
制
の
確
立
の
過
程
で
、
新
社
会
状
況
に
適
応
す
る

よ
う
に
、

「
家
」
意
識
が
再
生
産
さ
れ
、
旧
来
の
同
族
的
家
父
長
制
権
威
主
義
的
社
会
関
係
に
お
け
る
「
役
割
」
の
再
生
産
が
行
わ
れ
て

い
る
の
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
漁
民
層
の
両
極
分
解
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
様
に
貧
困
化
の
過
程
を
辿
る
沿
岸
漁
村
に
お

い
て
、
産
業
構
造
の
転
換
が
旧
「
権
威
」
に
よ
る
ヘ
ッ
ド
シ
ッ
プ
を
必
要
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
野
積
で
は
、
急
速
に
成
立
し

た
「
出
稼
」
体
制
と
漁
民
層
の
分
解
の
深
化
が
み
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
支
配
層
に
よ
っ
て
出
稼
漁
民
層
の
権
威
主
義
的
再
編
成
が

行
わ
れ
、
変
容
・
解
体
を
せ
ま
ら
れ
つ
つ
あ
る
「
家
」
制
度
は
、
む
し
ろ
「
出
稼
」
型
へ
の
転
換
を
と
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
編
、
強
化

こ
れ
に
対
し
、

「
出
稼
」
体
制
の
性
質
が
漁
村
社
会
構
造
を
全
然
反
映
し
て
い
な
い
事
例
と
し
て
、
野
積
の
近
村
で
あ
る
越
前
浜
漁
村

を
あ
げ
う
る
。
こ
こ
で
の
「
毒
消
し
売
り
」
行
商
は
、
民
主
的
個
人
主
義
的
に
組
織
さ
れ
、
伝
統
的
「
権
威
」
の
型
の
変
質
は
、
そ
の
ま

ま
伝
統
的
支
配
秩
序
1
1

「
家
」
制
度
の
解
体
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
旧
「
権
威
」
層
に
よ
る
ヘ
ッ
ド
シ
ッ
プ
と
無
関
係
に
産
業

「
出
稼
」
体
制
の
成
立
に
よ
っ
て
「
家
」
制
家
は
解
体
し
、
脱
漁
過
程
に
於
け
る
「
権
威
」

「
出
稼
」
が
ふ
え
る
と
、
封
建
的
な
「
家
」
制
度
の
解
体
が
進
む
と
い
う
の
が
、
村
落
社
会
学
の
―
つ
の
テ
ー
ゼ
と
な
っ
て
き
た
。
じ

条
件
が
互
い
に
絡
み
合
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漁
村
の
「
出
稼
」
体
制
の
特
質
を
決
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

決
定
さ
れ
た
「
出
稼
」
体
制
の
性
質
が
、
当
該
漁
村
の
伝
統
的
な
社
会
構
造
を
そ
の
ま
ま
再
編
成
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
漁

ニ
四
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沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

の
対
象
に
な
る
か
ら
、

二
五

ら
」
人
民
に
強
要
さ
れ
て
き
た
理
念
と
し
て
の
「
家
」
的
人
間
関
係
ー
「
家
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
故
に
、
家
父
長
制
権
威
主
義
的
役
割
シ

ス
テ
ム
と
し
て
の
家
族
関
係
を
長
く
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
し
て
き
た
（
疇
屑
羹
五
）
。
こ
の
よ
う
な
固
定
的
形
式
的
な
役
割
シ
ス

テ
ム
と
し
て
の
家
族
関
係
こ
そ
ー
或
い
は
そ
こ
で
培
養
さ
れ
た
一
群
の
行
動
様
式
・
規
範
的
意
識

(II
「
家
」
意
識
）
こ
そ
、
現
代
の
日

本
社
会
で
直
接
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
、
理
念
型
的
「
家
」
制
度
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
性
・
年
令
・
出
生
順
位
・
身

分
階
層
な
ど
が
家
族
的
人
間
関
係
に
お
け
る
各
自
の
地
位
と
役
割
を
決
定
し
て
し
ま
い
、
各
自
は
、
自
己
の
既
定
の
役
割
を
遂
行
す
る
こ

「
家
」
制
度
が
確
立
・
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
役
割
関
係

が
明
瞭
に
成
立
し
認
知
さ
れ
社
会
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
こ
れ
を
保
障
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
役
割
シ
ス
テ

ム
と
そ
こ
で
の
自
己
の
役
割
の
学
習
は
、
基
礎
。
ハ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
の
形
成
過
程
で
、
相
互
作
用
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。

家
族
に
限
ら
ず
、
村
落
生
活
に
つ
い
て
も
、
人
間
関
係
の
微
視
的
単
位
と
し
て
、
村
の
住
民
の
行
動
様
式
（
生
活
規
範
意
識
）
が
考
察

一
定
の
支
配
構
造
(
|
例
え
ば
同
族
結
合
）
が
存
続
し
て
い
る
と
き
に
は
、
各
自
が
形
式
的
固
定
的
な
そ
の
役
割

を
学
習
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
村
落
社
会
構
造
が
維
持
さ
れ
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
一
般
に
人
間
関
係

(11法
社
会
学
的
意
味
で
の
法
的
関
係
）
の
追
究
の
道
具
的
概
念
と
し
て
、
表
現
手
段
と
し
て
の
概
念
は

と
に
よ
っ
て
「
家
」
に
同
一
化
し
て
い
く
。
だ
か
ら
、

ム
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ
は
、
実
際
に
は
展
々
、

家
産
の
分
散
・
家
業
の
廃
棄
な
ど
で
物
質
的
基
礎
を
消
失
す
る
場
合
で
も
、

「
上
か

私
は
、
か
ね
て
具
体
的
な
存
在
形
式
と
し
て
の
「
家
」
制
度
を
、

一
定
の
物
質
的
基
礎
を
も
っ
た
家
父
長
制
権
威
主
義
的
役
割
シ
ス
テ

(2) 

「
家
」
制
度
（
と
く
に
家
意
識
）
の
存
在
形
式
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法

か
し
、
右
の
第
一
事
例
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
、
沿
岸
漁
村
の
「
出
稼
」
体
制
の
性
質
如
何
で
は
、

で
な
く
常
に
再
生
産
し
つ
つ
解
体
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
と
る
の
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

「
家
」
制
度
は
、
単
純
な
解
体

切5



イ
ン
ジ
ャ
ー
ゾ
ル
は
、

み
ご
と
に

と
述
べ

(
I暉
[

『

コ
ッ
ト

一
定
の
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
構
造
の
内
に
、
役
割
が

す
で
に
数
多
く
慣
用
さ
れ
て
い
る
が
分
析
手
段
に
役
立
つ
も
の
は
十
分
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
千
葉
教
授
は
、
分
析
的
手
段
と
し
て
の

概
念
と
し
て
、
「
規
範
」
「
構
造
」
「
認
知
」
「
反
応
」
な
ど
と
共
に
「
役
割
」
を
そ
の
―
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
（
町
疇
↑
嘩
証
紐
i

子
芸
式
芦
蹟

疇
）
。
「
役
割
」
概
念
こ
そ
、
家
族
・
村
落
社
会
の
法
社
会
学
的
研
究
に
於
い
て
特
に
有
用
で
な
か
ろ
う
か
（
麟
鱈
同
邑
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え

ば
家
族
の
法
社
会
学
的
意
味
で
の
法
的
関
係
は
、
家
族
の
人
間
関
係
自
体
で
あ
り
、
こ
れ
を
追
究
す
る
こ
と
は
そ
こ
で
の
一
定
の
行
動
様

式

(11相
互
作
用
の
持
続
的
。
ハ
タ
ー
ン
）
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
行
動
様
式
は
家
族
内
で
の
基
礎
。
ハ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
形
成
過

、
、
、
、

程
で
「
期
待
さ
れ
た
役
割
」
と
し
て
例
外
な
く
内
面
化
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
近
来
、

心
理
学
で
実
に
多
く
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
、
専
門
外
の
私
に
は
難
解
で
あ
る
が
、
再
び
千
葉
教
授
の
指
摘
に
従
え
ば
、
ミ

ナ
リ
テ
ィ
発
展
過
程

(11社
会
化
過
程
）
で
動
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
方
法
が
、
家
族
・
村
落
社
会
に
お
け
る
相
互
作
用
・
規
範
意

識
の
抽
出
に
最
も
有
効
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
わ
け
て
も
サ
ー
ビ
ン
は
、

三
つ
の
側
面
を
も
っ
て
構
造
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
な
か
で
も
「
役
割
期
待
」
は
個
人
が
社
会
体
系
中
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
相
互
作
用
関
係
に
立
つ
他
人
に
対
し
て
ど
う
い
う
行
動
体
系
を
と
る
か
を
予
測
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

役
割
期
待
の
学
習
過
程
・
獲
得
さ
れ
た
役
割
期
待
が
明
白
か
否
か
が
、
各
人
の
「
状
況
」
（
文
化
様
式
と
し
て
の
諸
制
度
を
含
め
て
）
へ
の

適
応
状
態
を
規
定
す
る
と
い
う
(
5」
年
加
応
頑
”
碑
逗
）
。
い
い
か
え
れ
ば
、
例
え
ば
人
の
家
族
内
行
動
様
式
は
、
彼
が
そ
の
家
族
内
人
間
関

係
に
於
い
て
ど
う
い
う
位
置
を
与
え
ら
れ
、
従
っ
て
ど
う
い
う
役
割
期
待
関
係
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

レ
ル
も
「
役
割
に
対
す
る
適
応
の
度
合
は
、
そ
の
役
割
が
如
何
に
明
確
な
規
定
の
仕
方
を
う
け
て
い
る
か
で
き
ま
る
」

土
方
訳
書
巻
末
の
）
、

解
説
八
五
頁
参
照

こ
の
よ
う
な
役
割
理
論
を
学
生
の
。
ハ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
形
成
過
程
に
結
合
さ
せ
て
、

ー
ド

(
M
e
a
d
)
↓
コ
ッ
ト
レ
ル

(Cottrell)
↓
サ
ー
ビ
ン

「
役
割
」
の
概
念
は
社
会
学
・
社
会

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

(
S
a
b
i
n
)

と
い
う
一
系
譜
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
、
役
割
を
。
ハ
ー
ス

二
六
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社
会
的
背
景

そ
の
起
源
に
つ
い
て
は
定
説
は
な
く
、
明
治
二
二
年
に
野
積
村
、
三
四
年
に
寺
泊
村
と
合
併
し
、
現
在
で
は
、
行
政
的
に
は
寺
泊
町
大

字
野
積
で
あ
る
が
、
地
縁
的
血
縁
的
に
寺
泊
か
ら
の
独
立
性
が
残
っ
て
い
て
、
現
在
で
も
生
活
圏
、
生
活
意
識
の
上
で
は
野
積
「
む
ら
」

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
大
河
津
分
水
の
河
口
か
ら
南
北
に
沿
っ
て
日
本
海
岸
に
、
茅
谷
（
二
八
戸
）
、
荒
谷
（
八
七
戸
）
、
中
浜
（
四
三
戸
）
、

①
 

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

①
新
潟
県
三
島
郡
寺
泊
町
大
字
野
積
の
村
落
構
造

は
、
結
局
、

な
現
代
日
本
社
会
の
「
家
」
、

「
家
族
内
に
お
け
る
権
威
の
型
の
変
遷
」
の
実
証
に
成
功
し
た
（
嘉
輝
腐
疇
鰭
巳
゜

つ
ま
り
形
式
的
固
定
的
な
役
割
シ
ス
テ
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
家
長
の
権
威
を
頂
点
と
す
る

「
家
」
的
人
間
関
係
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
と
き
、
役
割
分
化
・
役
割
期
待
が
か
な
り
明
確
で
あ
る
だ
け
に
、
分
析
的
道
具
概
念
と
し

的
単
位
で
あ
る
か
ら
、
後
者
が
家
長
権
威
の
型
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
く
る
以
上
、

二
七

い
し
、
こ
れ
へ
の
恭
順
の
態
度
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
か
ら
、
沿
岸
漁
村
に
於
け
る
「
家
」
制
度
（
「
家
」
意

「
家
」
的
人
間
関
係
（
家
父
長
制
権
威
主
義
的
役
割
シ
ス
テ
ム
）
の
動
態
と
し
て
、
家
（
長
）
の
権
威
1
1
恭

順
の
態
度
の
解
体
・
再
生
産
の
問
題
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

識
）
の
解
体
や
再
生
産
は
、

事
例
漁
村
の
「
家
」
制
度

「
家
」
制
度
下
で
、
各
自
が
そ
の
役
割
に
対
し
て
適
応
し
う
る
か
ど
う
か

「
権
威
1
1
恭
順
」
の
相
互
作
用
に
適
応
し
う
る
か
否
か
に
他
な
ら
な
い
。

「
家
」
的
態
度
が
、
家
（
長
）
の
権
威
の
認
知
、
な

て
よ
り
一
そ
う
の
有
用
性
を
発
揮
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
家
」
的
態
度
（
「
家
」
意
識
）
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
役
割
行
動
と
し
て
の
「
家
」
的
行
動
様
式
の
主
観
的
心
理
的
側
面
•
そ
の
微
視

そ
れ
が
普
通
の
家
族
関
係
一
般
で
な
く
、
前
述
の
よ
う
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〔
第
＿
表
〕

（
出
稼
ぎ
地
）

栃

木
群

馬

長

野

新

潟
京

都
滋

賀

北
海
道

福

島
愛

知

静

岡

- ＝ 
七五三四ー一四三五三往

g 

（
三
役
）九

一五九

1
0
0
 

二二
四
二九

一五
二
0

結
果
、

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

内
川
（
三
三
戸
）
、
高
屋
（
二

0
戸
）
、
金
沢
（
三
六
戸
）
、
池
之
尻
（
四
二
戸
）
、

あ
り
、
各
部
落
間
は
一
本
の
細
い
バ
ス
道
で
連
絡
し
、
徒
歩
数
分
程
の
間
隔
を
保
つ
。

い
ず
れ
も
耕
作
面
積
は
狭
く
、
中
浜
・
内
川
・
荒
谷
に
は
自
給
程
度
の
畑
さ
え
も
た
ぬ
者
が
多
い
。
大
正
期
ま
で
漁
業
を
中
心
と
し
た

が
砂
丘
地
帯
の
た
め
大
型
底
曳
・
定
置
は
不
可
能
で
、
近
く
の
出
雲
崎
・
間
瀬
の
よ
う
な
鱈
漁
も
な
り
た
た
ず
、
大
羽
鰯
（
四
ー
六
月
）

と
ヒ
ラ
メ
（
ニ
ー
三
月
）
・
漁
を
中
心
と
し
て
い
た
た
め
、
早
く
か
ら
「
出
稼
」
体
制
の
成
立
が
促
進
さ
れ
た
。
閑
漁
期
の
杜
氏
を
中
心
と

す
る
酒
造
り
・
屋
根
葺
の
出
稼
が
そ
れ
で
、
と
く
に
大
正
末
期
以
後
は
第
一
次
大
戦
後
の
経
済
変
動
の
余
波
を
う
け
て
漁
業
も
衰
退
し
た

「
出
稼
」
体
制
は
一
そ
う
強
化
さ
れ
、
主
要
収
入
源
と
し
て
出
稼
に
い
か
ぬ
者
ば
な
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
出
稼
の
ほ
と
ん

ど
は
酒
造
り
業
で
あ
り
、

「
野
積
の
杜
氏
」
の
伝
統
が
つ
く
ら
れ
、
全
国
に
進
出
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
第
一
表
（
昭
和
三

0
年
度
）
の

（
下
働
き
）

二
三

二
五九

一
九
二三二

一
五
三―二

三
〇

二
五

（計）三
五

四
五

二―

三
二
六六五

二
0
九

ニ
四

五
〇

五
二

大
野
積

(
1
0戸）、

の
八
部
落
（
計
二
九
九
戸
）
が

ニ
八
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一九
四
九七

六
〇六

九
一
四

統
計
数
学
は
時
期
的
な
重
複
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
ら
、
実
数
は
、
そ
の
半
数
と
み
て
よ
い
が
、
野
積
杜
氏
の
進
出
ぶ
り
が
明
ら
か
で
あ
る
。

中
学
を
出
る
と
男
の
子
は
同
族
的
又
は
親
族
的
縁
故
を
頼
っ
て
酒
造
り
出
稼
に
い
く
が
、

に
な
る
に
は
一
五
ー
六
年
か
か
る
。
杜
氏
の
収
入
は
四

0
万
円
を
最
高
に
、
普
通
は
一

0
万
円
程
度
、
三
役
で
六
ー
七
万
円
と
い
う
。

現
在
の
野
積
は
、
最
高
農
業
現
金
収
入
で
さ
え
―
―

10万
円
以
下
で
、
漁
業
は
年
に
一
度
の
ク
コ
。
カ
ニ
漁
が
あ
る
だ
け
で
問
題
と
な
ら

ず
、
出
稼
収
入
（
農
漁
業
外
労
働
）
に
た
よ
り
、
第
一
節
に
述
べ
た

B
b
型
漁
村
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
酒
造
り
世
界
の
徒

弟
的
仕
組
は
、
杜
氏
ー
三
役
ー
下
働
き
の
身
分
階
層
制
を
と
っ
て
お
り
、
後
述
の
よ
う
に
部
落
支
配
構
造
に
一
致
し
て
い
て
、

体
制
の
確
立
は
解
体
過
程
の
村
落
共
同
体
秩
序
（
同
族
的
家
連
合
）
を
再
編
成
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
尚
第
二
表
は
、
野

〔
第
二
表
〕

津

令

国

識

一

霊

胃

邑
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沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

岡 富 石 岐 三
計

山山川阜重

九一
八ーー一七ニ

六
二
0二

二
五二

二
七
八

―― ニニ四ニ四三

五
三
八

二
九

「
出
稼
」

一
人
前
に
な
る
に
は
五
I
六
年
か
か
り
、
杜
氏

切9



// 

高屋

” 
” // 

” 
内川

// 

中浜

// 

” // 

荒谷

” 
” 
” 

（第 3表〕

（部落名） （部落戸数） （「三十六人衆」名）

大野積 10戸 青木政吉

,I // 石井清吉

// ,/ 高津金五郎

池之尻 42戸 石井 勇

// // 高津文平

,I // 石井仁三郎

// // 高網三作

// // 藤井三太郎

金沢 36戸 深滝治平

// // 青木作治郎

，I ，/ 青木重三郎

，I ，/ 青 木惣三

，/ 深滝亀太郎

20戸 青木高市

// 松井寅治郎

，/ 松井市右二門

// 松井市郎平

” 松井幸郎
33戸 加藤甚五右ヱ門

,1 石井初太郎

43戸 力石安松

1/ 高津甚五郎

,1 大倉常太郎

,1 藤井大五郎

87戸 河合清

// 河合権四郎

l/ 風間四郎

// 古川原政雄

// 志田昇

// 河野薫

，/ 風間三五右ヱ門

// 加藤惣一郎

// 河合熊一

// 河合熊五郎

I
I
I
I
I
I
I
I
”
I
I
 「

三
十
六

る
一
二
十
六
軒
の
本
家
筋
で
あ
る
。
部
落
に
は
、

野
積
の
各
部
落
で
は
、
す
べ
て
の
「
家
」
が
血
縁
的
（
同
族
的
）
又
は
地
縁
的
（
字
内
婚
的
）
紐
帯
に
よ
っ
て
互
に
結
ば
れ
、
地
縁
的

結
合
と
血
縁
的
結
合
の
不
一
致
は
例
外
に
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
構
造
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

②
 

年
）
を
示
す
。

村
落
構
造
の
特
色

積
「
む
ら
」

の
農
業
経
済
構
造
を
代
表
し
う
る
大
野
積
・
池
之
尻
と
、

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

「
お
お
や

it
」

（
「
お
も
だ
ち
」
と
も
い
う
）
と
「
こ
や
け
」
（
「
こ
ま
え
」
と
も
い
う
）

の
「
家
」
筋
が
あ
り
、
後
者
は
第
一
分
家
以
下
の
分
家
筋
を
さ
し
、
前
者
は
本
家
筋
を
い
う
が
、
三
十
六
軒
あ
っ
た
た
め
に
、

（
但
し
、
昭
和
＿
―
-
三
年
調
査
当
）
。

時は一＿
l

十
四
軒
で
あ
っ
た

人
衆
」
と
よ
ば
れ
る
の
で
あ
る

第
一
二
表
が
そ
の
分
布
状
況
を
示
す
。
北
か
ら
南
に
ひ
ら
け
た
野
積
で
は
、
最

「
三
十
六
人
衆
」
と
よ
ば
れ

比
較
的
新
し
く
成
立
し
た
内
川
部
落
の
現
況

10 

（
昭
和
三
一
―
―
ー
八
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第4•5表 大野積・池之尻・内川部落一覧表
沿岸漁村に共けるr家」制度の解体

15 14 13 12 11 10 9 8 .7 6 !. 4 3 2 ．1尻隻 7 6 5' 4 3 2 1§ 積

＇ T T T •I ..I I .I I .I . I I A A A A． I| T ． :.T T I '! A A 

＇ 
K ． F． . T ． 十 K ． K • ・V • KM  t I ．・F ． K Y K K K K _.f; • z y K 

! 盆1t t 吝t 
き

んぇもさ ，うi ちえょ んともぇも ろちぅしじ

ち は： ； き さ

[ ； 
雀ig [ ひ た： か 屋

ぞ
よ

ん店
ゆ ん

んi 
し‘

房もうざ
う t 号ぅ § ぶ ？ 号んえ }， 盆 ろ

ぅ。
゜ ゜

◎ 

゜
衆人主．、

大 大 大 ＊ 大 大 出

18 .16 5 6 ， ,6 6 6 4 6 l :2 2 2・ 7 2 目

i i 怠 悶 1 7 臆高 4大 24 i i .i i ； ； 闊平小 怠~: 3 12 •• 34 16 25 ． 15 12 !II 
大

a llil高 荒谷~ 1 ＾ ..... 2 30 
濾 ii 各4 8 17 17 14 , 30 12 2 26 2 ， 1 

7 8 5 4 8 3 8 5 7 7 21 3 , 6 8 9 6 1 8 7 10 11 
， 数寄絡

l. 5 3.0 3.0 1.5 5.0 s. 0 5. 0 1.5 5.0 5.0 5. 0 l. 5 .3.0 5.0 5. 0 3. 0 1.5 5. 0 5.0 5.0 5.0 3.0 闘
10 10 10 5 10 10 110 5 10 .10 10 10 .10 10 5 50 10 50 50 10 50 5 靡..塁棠

2 3 1 1 3 1 3 3 3 •? 2 ~ 1 2 3 3 1 3 1 2 1 3喜
5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 !'i 5 5 恐霜

2 2 ？ 1 l 1. l 1 1 1 1 2 畠

2. I 0. 7 4.3 船房

゜ ゜゚
慧旧

i: ク酒 酒§そ9

ク ケク ． ． ケケ 酒 酒
酒造 酒造 出

1 1 2 1 1 l l 1 1 1 1 I 1 2 :3 稼‘

『
役

職

備

考

密
で
あ
り
、

1
0軒
程
の
結

之
尻
の
両
部
落
で
は
、
さ
す

が
に
本
家

11分
家
関
係
は
緊

地
と
い
わ
れ
る
大
野
積
・
池

る
。
野
積
「
む
ら
」
の
発
生

実
態
を
分
析
す
る
必
要
が
あ

家
関
係

(11同
族
関
係
）
の

で
の
本
家
1
1
分
家
1
1
第
二
分

明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
こ

草
分
で
あ
る

野
積
村
落
構
造
の
特
色
を

と
が
わ
か
る
。

も
、
多
数
分
布
し
て
い
る
こ

け
た
内
川
・
中
浜
・
荒
谷
に

で
あ
る
の
に
、
以
後
に
ひ
ら

衆
」
が
も
っ
と
も
多
い
は
ず

「
-
＝
十
六
人

大
の
大
野
積
・
池
の
尻
に
、
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OJ5 1 1 1 1 
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゜
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゜゚
5 .a 

そ
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そ酒 そ酒i: 酒

他のそ1酒1、他のそ1酒1 序因
酒i: i: ¥:・ 

酒

序店t: i: r 酒 酒i: § §2 盆11 1 2 1 1 .1 

i代!長

［ 長合

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

。
中
浜
以
外
の
部
落
（
例
え

ば
大
野
積
）
に
在
住
す
る

保
持
の
欲
求
の
結
果
、
内
川

後
に
述
べ
る

衆
」
体
制
に
お
け
る
「
家
格
」

「
三
十
六
人

の
少
数
の
不
一
致
事
例
は
、

し
か
も
、
こ
の
地
縁
と
血
縁

の
存
す
る
の
が
み
ら
れ
る
。

関
係
は
三
ー
五
軒
程
度
、
地

縁
と
血
縁
の
不
一
致
の
事
例

し
、
内
川
、
中
浜
で
は
結
合

致
を
示
す
傾
向
が
あ
る
に
対

言
合
関
係
を
示
し
（
↑
bO
呼
紅

家
ー
分
家
の
系
譜
関
係
に
つ
き
、

「
日
本
の
社
会
に
お
け
る
『
家
』
制

度
の
研
究
」
前
出
、
浅
妻
、
松
本
共

同
調
査
資
料
を
浅
要
が
ま
と
め
た
新

謬
孟
蒻
翫
姐
鱈
）
、
前
言

の
よ
う
に
地
縁
と
血
縁
の
一
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沿岸漁村における「家」制度の解体

、『』23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 ， 8 7 6 5 4 3 2 
M H K. l 1 l 

S ．| ！s ・ 'l ． K. K K k. K I I 1 ! I I I l 
K H ． 

V K T s k H I( F M K K K s K K K H H s N 

-t It ち i i んt t 
お I んほ し [ ； 尤一~ゞ < ま→ 9 

食`  t 

き し、

尻？ 
反

ど し‘

やけ ペ
ょ

｀ ？ 

ヘ 哀 て ち，

ぇ l 
しコ ベ

し‘
分家ろぅ

しゞ し~ し込

しコ 盈 名

I ◎ ◎ 

池 中 高 悶彗
荒 金 醤 荒

の
19 尻 i兵 犀 22 21 谷 i尺 12 21 5 12 4 4 4 谷 4 

醤 塁 内 開 開尻 池 内 棗 夕噂 腐 農 悶腎； 嗜 塁 ：う 爵 t ; Ill C J I I ち，

爵 魯 農 内 悶 つち徊 ちつし Jll 
棗 腐 腐 虞 腐尻池 魯 裔 2 荒谷 磨Jll 内 の 13, 

5.6 5 7 4 2 2 10 5 4 5 4 7 3 10 5 4 3 4 6 7 18 6 6 

2, 4 3.0 5. 0 3. 0 1. 5 3. 0 5. 0 3. 0 I. 5 1.5 1. 5 1. 5 1.5 5.0 5. 0 1.5 1.5 5. 0 3. 0 1, 5 3. 0 !. 5 1.5 

11. 9 5 10 10 10 5 10. 50 10 10 10 5 5 50 10 5 10 10 10 10 10 5 5 

2.9 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

?.1 5 5 5 5 5 1('j 5 10 5 5 10 10 10 5 10 5 5 5 10 10 10 5 

0.25 1 I 1 1 1 2 

0.6 4.3 ， 

1 2 3 4 5 

゜i! 
酒

序譴1 

そク ク、酒 そ 酒 そ 酒 贋そ涵Iそ そ酒 そ酒 酒 酒 そそ酒

§ < 1 畠2, 
の 他の 闊

皐1 揺I I 2 1 2 2 I 1 2 他1 1 1 l 2 1 l 

[t i 
i 

原
則
と
す
る
部
落
内
婚
主
義

と
す
る
傾
向
は
非
常
に
強
い

（
右
の
地
縁
結
合
と
血

縁
結
合
の
不
一
致
の

の
で
あ
る

事
例
は
、
大
野
積
在
住
の
「
お
も
だ

ち
」
が
、
自
己
と
同
格
の
「
家
」
と
・

の
間
に
、
二
三
男
の
配
偶
者
を
発
見

で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
他
部
落
で

あ
る
内
川
の
「
お
も
だ
ち
」
に
養
子

に
や
り
、
又
は
分
家
せ
し
め
た
も
の

開

印

濯

巴

。

婚

姻

関

係

は
、
漁
村
一
般
の
傾
向
と
し

て
の
分
家
の
制
限
・
禁
止
を

冒
係
を
地
縁
に
合
致
さ
せ
よ
う

尊
重
さ
れ
、
こ
の
系
譜
的
関

に
、
本
家
1
1
分
家
の
系
譜
が

代
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う

「
本
家
分
家
末
代
、
親
類
三

め
に
生
じ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

を
他
部
落
に
拡
大
化
し
た
た

「
お
も
だ
ち
」
が
、
通
婚
圏
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家
）
と
「
か
こ
」

一
般
に
親
の
代
に
対
し
て
子
の
代
の
方
が
通
婚
圏
は
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
野
積
内
婚
主
義
が
ほ
と
ん
ど
絶
対
性
を
も
ち
、
こ
の
こ
と
は
出
稼
型
漁
村
へ
の
転
換
過
程
で
伝
統
的

な
社
会
関
係
が
容
易
に
解
体
し
て
い
な
い
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
三
十
六
人
衆
」
体
制
の
存
立
基
礎

大
正
年
代
ま
で
は
漁
業
を
中
心
と
し
て
き
た
か
ら
、
現
在
で
も
漁
業
を
前
提
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
社
会
制
度
が
残
存
し
て
い
る
。

十
六
人
衆
」
の
一
人

K
家
に
あ
る
記
録
に
よ
れ
ば
「
組
長
源
之
助
」
と
あ
り
、
三
十
六
軒
の
本
家
は
、
文
化
の
頃
に
は
草
分
け
本
百
姓
で

あ
り
五
人
組
の
組
長
で
あ
り
、
貢
祖
負
担
者
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
三
十
六
人
の
組
長
寄
合
制
度
に
よ
っ
て
、

（
分
家
）
と
の
協
同
漁
業
生
産
方
式
・
労
働
分
担
法
が
き
め
ら
れ
、
本
家
に
対
す
る
分
家
の
恭
順
の
体
制
は
漁
業
に
お

⑧
 

世帯主

同配偶者

直系卑属

同配偶者

直系尊属

その他

C第 6表〕

全国平均池之尻

100 100 

76.3 85. 7 

231. 6 337. 1 

9. 0 31. 4 

18 48. 6 

18. 3 48. 6 

強
い
池
之
尻
の
方
が
通
婚
圏
が
せ
ま
く
、

（本 「一

「
う
ち
う
ち
」
で
固
ま
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
つ
よ
く
、
ま
た

家
族
構
成
で
あ
る
。
第
八
表
は
、
そ
の

T
家
・

I
家
の
通
婚
圏
を
示
す
。

「
三
十
六
人
衆
」
体
制
の
根

大野積

100 

85. 7 

185.8 

22.8 

71.4 

57.1 

を
と
る
が
、
そ
れ
に
本
家
1
1
分
家
の
系
譜
関
係
の
尊
重
↓
配
偶
者
の
社
会
的

r
a
n
k
の
重
視
が
加
わ
っ
て
、
近
親
婚
を
「
う
ち
う
ち
婚
」

「
家
」
内
の
親
族
・
の
婚
姻
を
さ
す
（
輝
）
が
、

姻
形
式
が
多
い
た
め
、
そ
こ
で
は
系
譜
関
係
と
親
族
関
係
が
重
畳
的
に
成
立
し
、
同
族
結
合
意
識
は
強

部
落
構
造
の
基
礎
単
位
で
あ
る
、
各
家
族
の
構
成
は
第
六
表
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
直
系
三
世
代
、
或

い
は
複
合
家
族
が
多
く
、
全
国
平
均
家
族
構
成
人
数
四
・
九
に
対
し
、
大
野
積
七
・
三
、
池
之
尻
七
・

一
、
内
川
五
•
五
と
大
家
族
構
成
を
と
る
。
第
七
表
は
、
三
十
六
人
衆
の
中
で
も
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
の

「
あ
み
も
と
」

内川

100 

75.0 

220.8 

12.5 

62.5 

37. 5 

化
さ
れ
る
結
果
と
な
る
（
第
五
表
参
照
）
。

と
い
う
特
殊
な
秘
密
婚
形
式
で
存
続
さ
せ
て
い
る
。

「
う
ち
う
ち
」
と
は
、
同

こ
の
婚

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

面
I
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沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

私
此
度
勝
手
に
付
三
左
二
門
舟
買
請
漁
業
仕
候
然
所
私
是
迄
貴
殿
の
舟
水
主
に
て
漁
業
仕
居
り
上
は
末
々
共
に
水
主
一
人
貴
殿
の
舟
に
乗
組
申
し
可
＜

候
万
一
乗
組
申
さ
ず
候
場
合
分
家
の
節
貴
殿
よ
り
譲
受
け
申
宅
地
御
取
揚
げ
な
さ
れ
る
べ
く
候

其
の
節
一
言
彼
是
と
申
出
間
敷
く
候

後
日
の
為
親
類
連
印
証
文
俯
っ
て
如
件

一
札
の
事

〔
参
考
〕

第
7
表

X 

X 

lk家の例 1

ェ`g
| T家の例I

．告貪孫〗孫

竺：戸0,aA Q =A  O O 0 

姿T豆姪 勇委委姜

乱

I I家の例I
X 

国雪言
第
8
表

五

家
か
ら
土
地
の
分
与
を
う
け
る
た
め
の
交
換

組
員
と
し
て
出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
本

れ
、
分
家
は
本
家
に
対
し
て
必
ず
一
人
を
乗

け
る
不
平
等
分
割
を
通
し
て
促
進
さ
れ
た

（
鱈
腎
）
。
舟
は
「
あ
み
も
と
」
の
出
資
、
漁

具
は
乗
組
員
の
共
同
出
資
に
よ
っ
た
が
、
乗

組
員
は
本
家
二
人
・
分
家
五
人
で
構
成
さ

条
件
で
も
あ
っ
た
。
分
配
は
、
本
家
が
漁
獲
の
十
分
の
二
を
と
り
、
十
分
の
八
を
本
・
分
家
全
乗
組
員
で
平
等
分
割
と
い
う
方
式
を
と
り
、

こ
の
よ
う
な
本
家
へ
の
分
家
の
隷
従
は
、
漁
業
発
展
と
共
に
大
網
に
な
る
と
一
層
徹
底
し
、
更
に
血
縁
・
地
縁
・
土
地
所
有
関
係
が
加
わ

っ
て
、
強
力
な
「
支
配
体
制
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
鱈
恥
表
）
。
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あ

り

（

庭

約

転

）

、

そ

れ

ぞ

れ

の

割

合

（

疇

+

)

で

分

与

を

う
け
る
が
利
用
権
を
う
る
に
す
ぎ
ず
、
割
地
慣
行
に
よ
り
三
年
毎
の
抽
選
で
同
じ
面
積
を
交
換
す
る
。
平
均
耕
作
面
積
は
約
三
反
、
全
然

耕
作
地
を
も
た
な
い
分
家
も
あ
る
か
ら
、
同
一
系
譜
関
係
「
ま
き
」
で
一
反
五
畝
の
共
有
地
を
管
理
し
て
お
り
、
し
か
も
分
家
は
本
家
を

通
し
て
分
与
を
う
け
る
た
め
、
本
1
1
分
家
関
係
は
無
限
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
割
地
慣
行
は
、
昭
和
四
年
の
「
野
積
重
立
組

「
-
―
―
十
六
人
衆
」
が
管
理
を
し
て
い
る
が
処
分
権
は
な
く
、

〔
第
九
表
〕

（
綱
元
氏
名
）

加

藤

平

治

志

田

昇

一

古

川

文

平

吉

川

誠

智

郎

力

石

安

松

石

井

留

三

郎

松

井

幸

一

郎

松

井

亀

三

郎

深

滝

久

蔵

深

滝

和

五

郎

高

津

峯

吉

石

井

清

三

合

計

四
二
、

0

ニニ八

新
田
舟

六
三
、

0

四
十

金
沢
舟

六
二
、

0

高
屋
舟

四
五
、

0

中
浜
舟

八
四
、
五

五

惣
左
ェ
門
舟

七
五
、

0

太
郎
左
二
門
舟

八
1

、
五

四
十

（
昭
和
―
一
年
現
在
）

（
舟
名
）

耕
作
面
積
が
小
さ
い
か
ら
土
地
所
有
関
係
は
、
社
会
体
制
の
性
質
を
決
定
す
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
四
町
五
反
の
共
有
地
が

X 

文
政
三
辰
年
八
月

x
 

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

（
前
数
）

（
舟
子
戸
数
）

某

分
家
は
分
家
の
際
に
、

内
川
、
金
沢

内
川
、
高
屋
、
金
沢

茅
ヶ
谷
、
荒
谷
、
中
浜
、
内
川

,， 茅
ケ
谷
、
荒
谷

池
之
尻
、
大
野
積

（
部
落
）

， .,.、
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第

三

条

本
組
合
内
二
於
テ
顎
乱
及
ビ
地
籍
二
関
ス
ル
争
論
ア
ル
時
ハ
是
レ
ニ
立
会
シ
裁
決
ス
ル
事

野
積
地
形
図
ハ
製
作
中
多
少
粗
略
ノ
点
ア
ル
ヲ
以
テ
境
界
論
二
対
シ
地
形
図
ノ
表
面
ョ
リ
裁
決
ヲ
得
ザ
ル
ハ
地
券
終
了
当
時
ョ
リ
申
伝
ヒ

ア
ル
モ
荘
二
改
メ
テ
実
行
ス
ル
事
但
シ
参
考
ノ
点
ニ
ハ
使
用
ヲ
得
ル

野
稼
地
内
三
十
六
人
割
田
地
二
対
シ
参
ケ
年
毎
二
抽
鏑
ヲ
以
テ
配
当
ス
ル
慣
例
ハ
後
年
―
ー
至
リ
誰
レ
ノ
名
目
二
変
更
ア
ル
モ
之
レ
ヲ
実
行

ス
ル
事

本
組
合
ノ
共
有
地
ハ
納
税
上
別
冊
三
十
六
人
持
調
書
ノ
通
リ
明
治
二
十
一
年
各
自
二
分
筆
シ
ア
ル
土
地
ハ
抵
当
物
件
二
提
出
ス
ル
事
ハ
固

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

第

七

条

第

六

条

第

五

条

第

四

条

本
組
合
ハ
事
務
所
ヲ
星
寛
平
宅
二
置
ク

第
二
条
本
組
合
ハ
野
積
大
地
主
タ
ル
三
十
六
人
ヲ
以
テ
組
織
ス

七

第
一
条
本
組
合
ハ
野
稼
重
立
組
合
卜
称
ス

野
積
重
立
組
合
定
款

〔
参
考
〕

〔
第
十
表
〕

X 

X 

X 

再
編
成
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

大
割
（
約
八
畝
）
ー
ー
、
本
家

二
番
割
（
約
四
畝
）
ー
~
第
一
分
家

苗
代
割
（
約
二
畝
）
ー
|
ー
第
二
分
家

割
出
割
（
約
二
畝
弱
）
ー
第
三
分
家

ル
系
伝
」

「
三
十
六
人
衆
」
の
支
配
体
制
の
物
的
基
礎
の

決
定
し
よ
う
と
し
た
と
き
、

こ
の
割
地
慣
行
の
明
文
化
に
よ
っ
て
結
果
的
に
は
「
三
十
六
人
タ

の
格
づ
け
が
法
的
に
な
さ
れ
（
繹
八
）
、

そ
し
て
、

ー
で
は

合
定
款
」

で
再
編
・
強
化
さ
れ

(mm知
）
、
有
力
者
（
「
三
十
六
人
衆
」
）
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

「
法
規
範
」
視
さ
れ
て
い
る
が
、
村
の
人
々
一
般
で
は
「
規
範
」
視
さ
れ
て
い
な
い
。

昭
和
四
年
の
不
況
期
に
「
三
十
六
人
衆
」
の
内
の
二
人
が
倒
産
し
共
有
地
の
処
分
を
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右
に
し
ら
べ
た
よ
う
に
、

第
十
一
条

第
十
二
条

第
十
三
条

第
十
四
条

第

十

条

第

九

条

第

八

条

X 

「
家
格
」
型
漁
村
野
積
に
お
い
て
本
1
1
分
家
関
係
は
、

加

藤

熊

吉

風

間

松

蔵

加

藤

芳

蔵

青

木

倉

作

X 

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

ク
禁
ス
ル
事

共
有
地
二
対
シ
テ
ハ
三
十
六
人
ク
ル
系
伝
二
鑑
ミ
権
利
ヲ
尊
重
ス
ル
事
若
シ
破
財
上
止
ム
ヲ
得
ス
売
買
セ
ン
ト
ス
ル
時
本
組
合
ノ
議
決
ノ

結
果
組
合
内
二
於
テ
相
当
ノ
価
格
ヲ
以
テ
受
持
ッ
事

共
有
地
ノ
内
ニ
テ
宅
地
二
貸
付
ア
ル
地
籍
―
ー
対
シ
其
人
ョ
リ
他
所
卜
更
換
ノ
請
願
ア
ル
モ
爾
後
之
レ
ヲ
採
用
セ
サ
ル
事

本
組
合
ハ
左
ノ
役
員
ヲ
置
ク

一

地

籍

委

員

弐

名

本
組
合
ノ
地
籍
委
員
ハ
野
積
地
籍
及
び
共
有
地
二
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

本
組
合
ノ
役
員
任
期
ハ
満
四
ヶ
年
ト
ス
但
シ
再
選
ハ
妨
ケ
ス
補
欠
選
挙
二
依
リ
就
任
ノ
役
員
ハ
前
任
者
ノ
任
期
ヲ
継
承
ス

本
組
合
ノ
役
員
ハ
総
テ
名
誉
職
ト
ス

本
組
合
ノ
議
会
ヲ
要
ス
ル
事
項
左
ニ

高

津

峯

吉

二
共
有
地
植
林
事
業

青
木
作
次
郎

青

木

政

吉

松

井

留

次

深
滝
和
五
郎

石
井
清
次
郎

松

井

栄

作

X 

「
三
十
六
人
衆
」
体
制
の
確
立
の
方
向
に
再
編
・
強

経
費
予
算
等
及
ヒ
賦
課
徴
収
方
法

加

藤

平

治

河

野

熊

治

志

田

昇

一

河
合
庄
太
郎
古
川
原
七
五
三
吉
藤
井
大
五
郎

松

井

与

松

松

井

和

吉

藤
井
三
太
郎

高

網

政

雄

風
間
平
治
郎

大
倉
利
平
次

青
木
高
次
郎

石
井
石
太
郎

石

井

石

松

高

津

文

平

青

木

長

吉

深
滝
亀
次
郎

河
野
熊
一

河
合
庄
太
郎

昭
和
四
年
四
月
三
十
日

定
款
ノ
変
更

四

其

ノ

他

古
川
原
文
乎

力

石

安

吉

I¥ 

吉

井

甚

平

高

網

三

作
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媒
介
と
す
る
身
分
制
的
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
、
村
の
生
活
意
識
や
日
常
の
行
動
様
式
の
変
質
を
阻
止
す
る
権
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

荒

谷

弥

彦

神

社

荒

谷

弥

彦

神

社

伊

藤
古

川

原

政

雄
彦

治

内

川

八

幡

様

石

井

初

太

郎

中

浜

山

王

神

社

力

石

安

松

金

沢

白

山

神

社

滝

沢

治

平

池

之

尻

山

王

神

社

高

綱

作

池

之

尻

大

野

積

山

王

神

社

化
さ
れ
て
き
た
と
い
う
一
応
の
推
定
が
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
体
制
の
発
展
は
、
直
接
に
は
野
積
の
政
治
支
配
の
歴
史
に
示
さ
れ
て

き
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
に
「
三
十
六
人
衆
」
常
会
が
も
た
れ
、
部
落
の
年
問
行
事
・
予
算
・
労
働
賃
金
叩
幻
と
5
)
等
の
公

的
決
定
を
行
い
、
戦
時
中
は
「
国
策
万
般
の
普
及
徹
底
に
協
力
す
る
最
下
部
組
織
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
」
常
会
（
饂
尋
噸
〗
至
鵡
）
と

「
三
十
六
人
衆
」
が
輪
番
で
区
長
と
な

し
て
、
そ
の
存
在
理
由
は
一
そ
う
強
調
さ
れ
た
。
昭
和
十
八
年
に
は
解
体
し
て
区
長
制
と
な
り
、

っ
た
が
、
区
長
の
仕
事
は
繁
雑
で
多
忙
だ
と
い
う
の
で
、
区
長
の
家
に
無
償
で
働
き
に
い
く
「
三
日
で
ま
」
の
制
が
う
ま
れ
た
。
分
家
が

本
家
の
家
に
無
償
労
働
に
い
く
「
て
ま
だ
い
」
と
い
う
旧
来
の
従
属
の
シ
ス
テ
ム
が
こ
こ
に
再
編
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
野
積

の
各
部
落
に
は
神
社
が
あ
り
、
「
三
十
六
人
衆
」
の
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
に
属
す
る
八
人
が
、
世
襲
の
氏
子
総
代
と
な
っ
て
お
り
、
「
家
」
を

〔
第
十
一
図
〕

（
部
落
名
）

妻

戸

神

社

（
神
社
）

（
氏
子
総
代
）

高

津

金

五

郎

松

井

寅

治

郎

東
北
配
電
所
長

町
議
会
副
議
長
郵
便
局
長

（
現
在
役
職
）

町
長
、
杜
氏
組
合
長

＿九
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る
社
会
的
役
割
は

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

る
で
あ
ろ
う
（
響
記
）
。

事
例
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
現
状

が
）
で
あ
る
と
共
に
、
大
網
や
共
有
地
の
よ
う
な
部
落
的
生
産
関
係
に
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
部
落
構
成
の
一
分
子
と
な
る
。

と
「
家
」
の
相
互
関
係
が
野
積
の
社
会
構
造
を
決
定
し
、
系
譜
関
係
の
な
い
人
は
い
ず
れ
か
適
当
な
本
家
を
み
つ
け
て
、
そ
の
「
ま
き
」

こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
「
家
」
や
「
部
落
」
は
「
三
十
六
人
衆
」
の
規
制
を
う
け
る
。

部
落
の
日
常
生
活
や
行
動
様
式
の
型
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
み
ら
れ
る
「
三
十
六
人
乗
」
の
層
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
磯

定
さ
れ
る
。

「
お
も
だ
ち
」

「
家
」
意
識
が
ヨ
リ
鮮
明
に
、
役
割
期
待
関
係
も
一
そ
う
明
確
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
推

筋
で
も
「
家
」
「
分
限
」
意
識
が
鮮
明
で
あ
る
が
、
格

(
r
a
n
k
)

や
顔

(
P
r
e
s
t
i
g
e
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

家
筋
に
は
る
か
に
つ
よ
い
。
前
出
の
重
立
組
合
定
款
へ
の
「
法
規
範
」
視
の
態
度
が
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
し
、

「
分
家
」
の
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
家
」
と
「
家
」
を
結
合
す
る
婚
姻
の
仲
人
(
[
缶
い
）

「
こ
ま
え
」
と
い
う
、

「家」

「
本
家
」
に
期
待
さ
れ

の
二
種
の
社
会
的
評
価
の
差
別
が
部
落
で
は
徹
底
し
、
そ
の
意
味
で
は
分
家

、
、
、
、
、
、
、
、

に
よ
る
差
別
ー
「
家
」
へ
の
帰
属
の
意
識
は
、
本

ま
ず
本
家
筋
(
-
―
―
十
六
人
衆
）
に
お
い
て
、

―
つ
は
家
格
制
の
存
在
す
る
村
落
で
あ
り
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
曙
記
蹟
嗜
鯰
知
〗
郎
）
と
い
う
見
方
か
ら
す
る
な
ら
ば
野
積
は
家
格
性
の
存
在
す
る
村
落
で
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
「
家
」
を
媒
介
と
す
る
身
分
制
的
ヒ
ぎ
フ
ル
キ
ー
の
存
在
す
る
村
落
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
家
格
制
村
落
社
会
に
お
い
て
、

具
体
的
存
在
と
し
て
の

「
家
」
制
度
は
ど
の
よ
う
に
類
型
化
さ
れ
う
る
か
。

、
、
、
、
、

「
三
十
六
人
衆
」

他
は
そ
れ
の
存
在
し
な
い
村
落
で
あ
る
」

田
教
授
の
指
摘
さ
れ
る

「
日
本
の
村
落
構
造
は
二
つ
の
顕
著
な

『型』

に
大
別
さ
れ
得
る
。

に
入
る
。

「家」

野
積
に
お
け
る
「
家
」
は

「
ま
き
」

と
い
う
同
族
結
合
を
通
し
て
、

(2) 

「
三
十
六
人
衆
」
は
部
落
秩
序
の
中
心
と
な
り
、

漁
業
や
農
業
の
生
産
単
位
（
完
全
に
独
立
し
た
も
の
で
は
な
い

四
〇
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こ。t
 

つ

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

六
人
衆
」
の
内
、
氏
子
総
代
ク
ラ
ス
（
ト
ッ
プ
・
ク
ラ
ス
）
で
は
、
父
母
を
オ
ト
ウ
チ
ャ
ン
・
オ
カ
ア
チ
ャ
ン
、
他
の
「
家
」
の
父
母
に

対
し
て
は
、

こ
ま
ト
ト
、

i
"
 

上

座

ト
ウ
チ
ャ
ン
・
カ
ア
チ
ャ
ン
と
よ
び
、
三
十
六
人
衆
以
外
の
家
で
は
、

カ
カ
と
よ
ぶ
。
対
人
称
呼
は
相
互
の
「
家
」
の
格
と
役
割
の
交
換
と
い
う
側
面
か
ら
、
人
間
関
係
の
型
を
最
も
端
的
に
表
現

す
る
も
の
で
（
疇
鱈
い
環
飼
遵
猛
嘘
）
、
右
の
よ
う
な
親
族
称
呼
を
通
し
て
三
十
六
人
衆
の
「
家
格
」
観
念
が
再
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
右
の
オ
ト
ウ
チ
ャ
ン
・
ク
ラ
ス
の
子
女
に
お
い
て
「
家
」
意
識
が
最
も
鮮
明
に
見
出
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
中
学
生
ニ
―
―
一
人
中
家
系
認
知
・
同
族
的
上
下
関
係
を
是
認
す
る
者
は
一
九
人
、

一
年
に
数
回
し
か
神
棚
•
仏
壇
を
礼
拝

し
な
い
者
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
が
、
他
の
ク
ラ
ス
の
子
女
に
お
い
て
家
系
認
知
者
は
少
な
く
、
数
回
し
か
礼
拝
せ
ぬ
者
が
多
か
っ
た
（
い
咋
八

訳
5
繹
喜
。
「
今
日
は
ー
某
は
い
る
か
？
」
の
挨
拶
こ
と
ば
は
、
ど
の
ク
ラ
ス
も
大
差
な
く
（
正
町
い
ゴ
苓
尉
認
）
、
相
手
を
よ
ぶ
の
に
、

年
上
に
対
し
て
オ
メ
エ
タ
チ
、
仲
間
や
年
下
に
対
し
て
は
ネ
ラ
と
使
い
わ
け
て
い
る
が
、
社
会
的
ラ
ン
ク
に
よ
る
使
い
わ
け
は
不
明
で
あ

下

庶

bo 

_J_ 
0 0 0 
b b b 

oc 

oc 

仏

A B 
0 0 

□ 

o
b
 

間

ob 

Ob 

oc 

oc 
oc 

oc 

〔
第
十
二
図
〕

oc 
oc 

a:イロリ・床柱

A:衰宍

B:家長に次ぐ遠も
の代哀若

b：本家筋（家柄咄[ll人）

c: 故人と緑深い人（家人•分家筋）

氏
・
三
役
の
独
占
を
通
し
て
再
編
成
さ
れ
て
い
る
。

四

と
き

「
家
格
」
を
支
え
る
物
的
諸
条
件
は
、
杜
氏
出
稼
の
今
日
で
も
、
杜

は
必
ら
ず
嫁
入
先
の
本
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
鉄
則
が
行
わ
れ
、

宴
に
は
第
12
図
に
示
す
よ
う
な
席
順
が
厳
守
さ
れ
る
（
い
で
咋
止
噂
祖
汽
年
直
皐
亨
峰
頒

の
家
筋
の
婚
）
。

儀
を
前
提

意
識
、

こ
う
い
う
本
家
筋
の

「家」

超
世
代
的
継
承
を
前
提
と
す
る
、

観
念
で
あ
り
、

の
観
念
は
、

す
ぐ
れ
て

体
面
保
持
（
恥
）

「
家
格
」
中
心
の

言
語
法
則
が
抽
出
さ
れ
た
こ
と
は
右
の
事
実
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

ト
ツ
ッ
ア
、

カ
ッ
カ
（
又
は
カ
ア
チ
ャ
ン
）
、

婚
儀
の

の
価
値

「
家
」
制
度

「
三
十
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野
積
に
お
い
て
、

「
一
二
十
六
人
衆
」
の
「
家
」
制
度
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
分
家
筋
（
コ
ヤ
ケ
）
の
人
々
に
お
い
て
は
「
家
」
意
識
・
「
家
」

的
行
動
様
式
は
膜
々
ア
イ
マ
イ
に
な
っ
て
い
る
。
本
家
の
子
が
進
学
し
な
い
の
な
ら
分
家
で
も
進
学
を
見
合
わ
す
と
か
、
本
家
よ
り
先
に

テ
レ
ビ
を
買
っ
た
り
し
な
い
と
か
、
同
族
の
一
員
と
し
て
義
理
・
人
情
に
徹
し
情
緒
的
一
体
感
を
も
っ
て
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
大
い
に

歓
迎
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
相
互
関
係
が
「
掟
」
と
し
て
守
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
前
出
。
重
立
組
合
の
定
款
に
現
わ
れ
て
い

事
例
漁
村
の
野
積
に
近
い
越
前
浜
は
、
か
つ
て
の
漁
業
。
塩
業
が
す
た
れ
た
た
め
、

換
し
、
す
で
に
戦
前
か
ら
富
山
の
売
薬
と
な
ら
ん
で
中
国
大
陸
・
南
洋
方
面
に
ま
で
知
れ
わ
た
っ
た
行
商
村
で
あ
る
。
漁
業
全
盛
時
代
の

旧
網
元
は
ム
ラ
ギ
ン
（
村
君
）
と
よ
ば
れ
る
草
分
以
来
の
本
百
姓
で
あ
り
、
今
日
で
も
村
の
役
職
を
独
占
す
る
有
力
者
層
で
あ
る
が
、
こ

の
ム
ラ
ギ
ソ
を
本
家
と
す
る
分
家
筋
は
、
本
家
と
社
会
的
に
全
く
同
格
で
あ
り
●
村
の
同
族
結
合
は
著
し
く
弛
緩
。
解
体
し
、

意
識
や
「
家
」
的
行
動
様
式
は
中
年
・
老
年
者
に
も
内
面
化
さ
れ
て
い
な
い
。
野
積
と
の
、
こ
の
よ
う
な
社
会
関
係
の
異
同
は
何
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
漁
業
が
す
た
れ
漁
業
を
前
提
と
す
る
社
会
制
度
が
消
減
・
・
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
同
じ
だ
が
、
第
一
に
、
野
積

よ
り
も
耕
地
が
ひ
ろ
く
割
地
慣
行
に
よ
る
同
族
的
支
配
の
体
制
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
、

り
」
行
商
組
織
の
民
主
性
の
た
め
、

「
家
」
制
度
を
確
保
し
て
き
た
「
三
十
六
人
衆
」
体
制
の
歴
史
に
は
、
す
で
に
若
干
の
矛
盾
が
内
在
し
危
機
的
段
階

を
経
て
き
た
。
し
か
し
、 四

「
家
」
意
識
を
た
え
ず
再
生
産
し
て
き
た
と
い
う
事
情
の
な
い
こ
と
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
つ
も
そ
の
矛
盾
の
激
化
を
阻
止
し
、
そ
れ
を
上
廻
る
だ
け
の
体
制
的
強
化
が
結
実
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

「
家
」
制
度
の
解
体
過
程
に
お
け
る
＇
「
家
」
意
識
の
再
生
産
に
つ
い
て

る
本
家
筋
の
規
範
意
識
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

以
上
、

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

第
二
に
、

出
稼
型
へ
の
転
向
が

「
毒
消
う
り
」
と
い
う
特
殊
な
行
商
出
稼
村
に
転

四

「
家
」
—
の

「
毒
消
売
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沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

戦
後
野
積
の
文
化
運
動
と
し
て
、

2

野
積
文
化
の
会
を
中
心
に
し
た
動
き

太
子
講
の
賃
金
決
定

「
割
地
」
問
題
を
と
り
あ
げ
、

四一

「
ハ
イ
ハ
イ
」
運
動
が
提
起
さ
れ
た
。
つ
ま

太
子
購
の

「
三
十
六
人
衆
」
の
村
落
支
配
を
批
判
し

大
工
、
屋
根
職
人
の
講
で
あ
る
太
子
講
は
職
人
に
関
係
の
な
い
「
三
十
六
人
衆
」
常
会
に
よ
っ
て
賃
金
を
決
定
す
る
の
は
不
当
で
あ
る

と
し
て
、
昭
和
十
四
年
自
ら
賃
金
を
決
定
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
漁
業
は
衰
退
し
、
本
家
・
分
家
の
協
力
に
よ
る
家
族
労
慟
の
生
産
関

係
も
な
く
、
耕
作
面
積
も
狭
く
、
第
三
分
家
以
下
に
な
る
と
土
地
の
分
与
も
な
く
、
手
に
職
を
も
っ
て
独
立
す
る
も
の
が
多
く
な
れ
ば
、

「
家
」
の
関
係
だ
け
で
利
害
関
係
や
対
抗
関
係
を
ぼ
か
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
。

進
む
に
つ
れ
て
「
三
日
デ
マ
」

「
ペ
ン
ク
ラ
ブ
」

「
文
化
の
会
」
な
ど
が
結
成
さ
れ
た
が
、
保
守
・
革
新
の
色
彩
が
濃
く
、
昭
和
二

七
年
に
は
解
散
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
新
教
育
を
う
け
た
青
年
層
を
中
心
に
昭
和
二
九
年
「
野
積
文
化
の
会
」
が
結
成
さ
れ
、
雑
誌
「
ひ

か
り
」
を
発
行
し
た
。
発
行
部
数
は
二

0
0部
を
数
え
た
。
初
期
の
内
容
を
み
る
と
．
「
野
積
の
封
建
性
」
と
い
う
論
調
が
多
い
が
、
号
が

「
区
長
制
」

「
砂
丘
地
開
田
」

て
き
た
。
そ
れ
は
同
時
に
政
治
的
な
運
動
を
意
味
し
て
い
た
が
「
三
十
六
人
衆
」
体
制
の
壁
の
前
に
敗
れ
、
雑
誌
も
廃
刊
に
な
っ
た
。

右
の
二
つ
の
事
件
の
他
に
も
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
、
経
済
不
況
の
昭
和
初
年
に
「
一
二
十
六
人
」
の
二
人
が
倒
産
し
共
有

地
分
割
問
題
が
起
っ
た
と
き
に
は
、
重
立
組
合
定
款
作
成
に
よ
り
逆
に
「
三
十
六
人
衆
」
体
制
は
強
化
さ
れ
た
し
（
前
述
）
、

宜
言
当
時
は
隣
保
制
度
強
化
の
国
策
に
即
し
て
「
三
十
六
人
衆
」
常
会
の
権
限
は
却
っ
て
強
化
さ
れ
た
。
し
か
も
当
時
、
野
積
で
は
各
家

と
各
家
族
員
の
相
互
間
に
年
令
別
・
性
別
・
家
格
別
の
共
同
体
秩
序
を
再
編
成
す
る
べ
く
、

り
、
各
家
・
各
自
が
そ
の
役
割
を
自
覚
し
従
順
な
態
度
を
と
る
よ
う
、
言
語
向
上
運
動
が
な
さ
れ
、
現
在
の
四
十
歳
前
後
の
人
達
は
学
校

で
「
ハ
イ
ハ
イ
」
と
い
う
返
事
の
仕
方
を
叩
き
込
ま
れ
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
「
三
十
六
人
衆
」
へ
の
恭
順
体
制
と
し
て
役
立
っ
た
の

ー
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こ
の
よ
う
に
、

「
家
」
制
度
的
価
値
体
系
は
、

で
の
特
殊
「
出
稼
」
型
へ
の
転
換
の
故
に
、

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
「
家
」
制
度
の
解
体

「
家
」
制
度
解
体
の
特
殊
1
1
具
体
的
様
相
は
、
ま
さ
に

で
あ
る
。
野
積
文
化
の
会
の
批
判
も
、
現
在
で
は
主
唱
者
は
村
八
分
的
制
裁
に
屈
し
、
貧
困
に
追
い
や
ら
れ
た
村
民
の
生
活
は
「
三
十
六

人
衆
」
体
制
を
基
礎
と
す
る
杜
氏
出
稼
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
路
を
見
出
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
野
積
で
は
「
家
」
制
度
の
徐
々
の
解
体
化
と
い
う
基
本
路
線
を
辿
り
つ
つ
、

「
家
」
的
諸
関
係
が
た
え
ず
再
生
産
さ
れ
る
可
能
性
が
内
在
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

戦
後
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
を
形
成
し
た
野
積
の
青
年
達
は
、
本
家
1
1
分
家
結
合
を
認
め
る
の
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
結
局
、
さ
い
ご
に
は
生

活
の
た
め
に
村
の
こ
の
不
動
の
秩
序
に
同
調
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。

、
、
、
、
、

だ
け
れ
ど
も
従
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
」
と
い
う
意
味
で
、
彼
等
の
部
落
内
社
会
意
識
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
沿
岸
漁
村
の
「
家
」
制
度
の
解
体
は
一
般
的
傾
向
で
は
あ
る
が
、
杜
氏
出
稼
の
よ
う
に
本
家
筋
（
杜
氏
・
―
―
一
役
）
の
下
で
の

徒
弟
制
的
技
術
修
得
期
間
を
必
要
と
し
、
支
配
者
層
の
指
揮
下
で
出
稼
す
る
よ
う
な
場
合
、

長
と
し
て
機
能
し
、
部
落
の
「
家
」
制
度
的
諸
関
係
が
再
生
さ
れ
て
い
く
と
結
論
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
野
積
の
場
合
、

「
家
」
制
度
と

「
三
十
六
人
衆
」
体
制
そ
の
も
の
を
意
味
し
、
村
の
貧
困
化
の
過
程
で
、
人
々
は
「
経
済
的
に
」
こ
の
体

制
へ
の
適
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
。
恐
ら
く
、
他
の
地
域
社
会
と
同
様
に
、

「
経
済
的
」
要
因
に
基
本
的
に
決
定
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
出
稼
」
体
制
自
体
が
村
落
支
配
構
造
の
延

「
ハ
イ
タ
テ
モ
」
と
い
う
日
常
語
は
、

「
感
心
は
し
な
い
が
、

「
三
十
六
人
衆
」
体
制
（
同
族
的
支
配
）
下

四
四
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